
【別紙３－１】
■大雪時の予防的通行規制区間

　国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所等を選定し、効率的に優先して除雪を
行う区間を決定しています。
　近畿地方整備局管内の予防的通行規制区間は以下のとおりです。



直轄国道における「予防的通行規制区間」 位置図 【別紙３－２】




